
島根県介護支援専門員登録事務実施要綱一部改正新旧対照表 

改正後（新） 改正前（旧） 

島根県介護支援専門員登録事務実施要綱  

 

１～３  省略  

〔削除〕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．附則  

（１）施行期日  

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。  

（２）島根県介護支援専門員名簿作成等事業実施要綱は

島根県介護支援専門員登録事務実施要綱  

 

１～３  省略  

４．経過措置  

介護保険法施行令等の一部を改正する政令「以下、

政令という。」の第５条の規定により、改正後の法に

基 づ く 登 録 を 受 け た も の と み な さ れ る 介 護 支 援 専 門

員に係る、廃止前の島根県介護支援専門員名簿作成等

事業実施要綱「以下、旧要綱という。」の４（３）（ア）

及び（イ）に基づく申請は、上記２．（３）及び（４），

（５）の届出とみなす。  

また、政令第６条の規定により、介護支援専門員証

と み な さ れ る 経 過 期 間 終 了 日 ま で を 有 効 期 間 と す る

介護支援専門員登録証明書に係る上記３．（２）及び

（４）の申請は、旧要綱の４（３）（ウ）及び（エ）

の規定を適用する。  

 

５．附則  

（１）施行期日  

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。  

（２）島根県介護支援専門員名簿作成等事業実施要綱は



改正後（新） 改正前（旧） 

廃止する。  

附則  

この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。  

附則  

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

附則  

  この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  

附則  

  この要綱は、令和元年５月１日から施行する。  

附則  

  この要綱は、令和元年１２月１４日から施行する。   

附則  

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃止する。  

附則  

この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。  

附則  

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

附則  

  この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  

附則  

  この要綱は、令和元年５月１日から施行する。  

附則  

  この要綱は、令和元年１２月１４日から施行する。   

    

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後（新） 改正前（旧） 

  



改正後（新） 改正前（旧） 

  



改正後（新） 改正前（旧） 

  



改正後（新） 改正前（旧） 

  



改正後（新） 改正前（旧） 

〔様式第３号裏面  削除〕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



改正後（新） 改正前（旧） 

 

別添  省略  

 

別添  省略  



改正後（新） 改正前（旧） 

  



改正後（新） 改正前（旧） 

  



改正後（新） 改正前（旧） 

  



改正後（新） 改正前（旧） 
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改正後（新） 改正前（旧） 

  



 


